
築上町では地域文化の発展や振興に
関する活動を『町民主催事業』とし
て個人や団体に対して助成支援を行
っています

 　　■助成の対象は？■

　　　★地域文化振興に寄与する公演や展示会等で
　　　　令和３年度（令和３年４月１日から令和４年 　　   〇築上町文化会館(コマーレ)
　　　　２月２８日に開催するもの 　　　　　　
　　　★他の団体との合同か開催も可 　 　　   〇築上町中央公民館 　
　　   ★販売目的とした計画については補助対象と
　　　　なりません。 　　　 〇築上町コミュニティセンター(ソピア)

　　　〇上城井公民館・下城井公民館

　　　〇国際交流館(メタセの杜) などの公共施設

① 補助金の交付（補助金は補助対象経費総額
　 の1/2の額以内とし、上限３０万円と
　 なっています
② 企画・立案等の支援

 申込の期間は？

令和２年１０月　１日（木）
        ～１１月３０日（月）

〇申請書及び実施要項は生涯学習課・築上町文化会館（コマーレ）
　築上町中央公民館・築上町コミュニティセンター（ソピア）に
　備え付けています。
　また、町ホームページからもダウンロードできます。

※町民主催事業実施要項を確認のうえ、申請書を『築上町役場築城支所 築上町教育委員会 生涯学習課 
　社会教育係』に提出してください。

　

　 　《本事業は、再編交付金事業（築城飛行場関連再編関連特別事業）で実施しています》

 　　　　　　 問い合わせ : 築上町役場 築城支所  築上町教育委員会 生涯学習課 社会教育係
　　　　　　 　　　　　　 TEL：0930-52- 0001(内線265)
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